
 

丸三の総合取引 約款・規定集 

電子交付関連サービス取扱規定 
 

 

第 1条 （規定の趣旨） 

1 この規定は、丸三証券株式会社（以下「当社」といいます。）がお客様へ交付することが義務付けられている書面のうち、第 3条に定める書面

（以下「対象書面」といいます）を紙媒体に代えて、電磁的方法により情報提供（以下「デジタル提供」といいます）するサービス（以下「電子交

付サービス」といいます。）の利用に関する取扱い等を定めるものです。 

2 電子交付サービスは、「MARUSAN-NET電子交付サービス」と「メール交付サービス」（以下、合わせて「本サービス」といいます。）があり

ます。 

第 2条 （本サービスの利用） 

1 第２項または第３項の各号に該当する場合に、お客様と当社との間の本サービスの利用に関する契約（以下「本契約」といいます。）は成立

し、お客様は本規定に基づいて本サービスを利用することができます。 

2 MARUSAN-NET電子交付サービス 

MARUSAN-NET ログイン後のお客様専用ページ（以下「お客様ページ」といいます。）において、対象書面をデジタル提供するサービスで

す。 

（１） お客様がMARUSAN-NET取扱規定に基づき、MARUSAN-NETを利用していること。 

（２） お客様が当社所定の方法により、お客様ご自身のメールアドレスを届出していること。 

3 メール交付サービス 

当社に届出いただいたメールアドレスや携帯電話番号等に対し、電子メールまたは SMS（Short Message Service）にて対象書面を閲

覧・交付できる URLを記載したメッセージを送付し、同 URLをお客様がご参照いただくことでデジタル提供するサービスです。 

（１） お客様が当社所定の方法により、お客様ご自身のメールアドレスまたは携帯電話番号を届出していること。 

4 本サービスは、原則、日本国内に居住されている個人（代理人等（親権者を含む）を除きます）、又は、内国法人のお客様が利用できます。 

5 当社が法令諸規則の規定等に基づき、第３条に定める対象書面について、お客様に本サービスおよびデジタル提供する旨等を告知し、当社

が定める一定の期間内に、お客様から紙媒体による交付の申出がなかった場合、本サービスの利用申し込みをいただいたものとします。 

6 本サービス利用時には、別途通信料が発生しお客様のご負担となります。なお、お客様と通信事業者との契約によりその費用は異なります。 

7 お客様が本サービスを利用するために必要な通信機器およびその他システム機器を保有されるかまたはご利用可能であり、かつ、本サービ

スを利用するのに必要なネットワーク回線・通信回線およびその他通信手段がご利用可能であること。 

第 3条 （対象書面） 

1 本サービスの対象書面は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、金融商品取引業等に関する内閣府令、各金融商品取引

所受託契約準則、日本証券業協会関係諸規則等において規定されている書面のうち、当社が本サービスの対象書面と定め、当社のホーム

ページ上に掲げる書面です。 

2 MARUSAN-NETの利用申し込みをいただいた場合は、原則、全ての対象書面をデジタル提供します。 

3 メール交付サービスは、対象書面に加え、金融商品のご案内や投資情報をご案内することがあります。 

4 取引残高報告書の交付（閲覧可能となった日）から 15日以内に不明な点についてお申出のない場合には、取引残高報告書の内容につきご

承諾いただいたものとしてお取り扱いします。 

5 当社が対象書面の種類を追加する場合は、事前に当社のホームページで告知を行うことで、お客様からデジタル提供することの承諾を受け

たものとして取り扱います。 

第 4条 （デジタル提供の方法） 

1 当社は、次のいずれかの方法により、対象書面をデジタル提供するものとします。 

（１） 当社または当社が契約しているデータセンターで運営されるホームページ内の該当ファイルに書面の記載事項を記録し、お客様の閲

覧に供する方法。 

（２） お客様ページに顧客ファイルを設け、当該ファイルに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法。 

（３） お客様の使用にかかる電子計算機に備えられたお客様の顧客ファイルに記載事項を記録する方法。 

（４） 当社からのメール等に記載されたURLから書面の記載事項が記録されたファイルを参照し、お客様の閲覧に供する方法。 

2 本サービスにおいて記載事項を記録するファイルは、PDFファイルで提供する場合があります。その際は、PDFファイルの閲覧用ソフトが必

要です。PDFファイルの閲覧用ソフト等をお持ちでないお客様は、最新の閲覧用ソフト等のダウンロードが必要となります。 

第 5条 （閲覧に供する期間） 

1 本サービスにより、デジタル提供した対象書面の閲覧に供する期間は、デジタル提供した日から 5年間とします。 

2 MARUSAN-NET電子交付サービスを解約される場合は、第 3条に定める対象書面の閲覧ができなくなりますので、事前にお客様ご自

身で印字またはダウンロードのうえ保管してください。 

第 6条 （本サービスにおける取扱い） 

お客様は、本サービスのご利用に際しましては、以下の取扱いに同意するものとします。 

（１） 本サービスのご利用期間中は、対象書面の紙媒体での交付は行われないこと。 

（２） デジタル提供された書面について、原則、紙媒体での再交付は行われないこと。 

（３） 既に紙媒体により交付された書面について、デジタル提供による再交付は行われないこと。 
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（４） お客様から当社所定の方法にて、紙媒体での交付の申出を受けた場合は、原則、申出を受付けた翌営業日に発行する対象書面から

紙媒体で交付すること。 

（５） 本サービスは、お客様ご自身が利用する通信機器およびその他システム機器でのみ利用すること。 

（６） 前号にかかわらず、当社は、法令等の変更、監督官庁の指示、もしくは当社が合理的と判断した場合には、書面のデジタル提供に代え

て、紙媒体により交付等を行う場合があること。 

第 7条 （本サービスの停止・中止） 

当社は、以下の事由に該当する場合等、当社が必要と判断する場合には、事前に当社ホームページやお客様ページ等でお知らせしたうえで、

本サービスの全部または一部を停止または中止することがあります。ただし、緊急の場合は、事前の通知をすることなく停止または中止する

ことがあります。 

（１） 定期的または緊急に本サービス提供のためのコンピューターシステムの保守・点検を行う場合。 

（２） 法律、法令等に基づく措置により本サービスが提供できない場合。 

（３） その他、当社が止むを得ないと判断した場合。 

第 8条 （契約の解約） 

当社は次に掲げるいずれかに該当する場合には、本契約を解約します。 

（１） お客様が当社の総合取引口座を解約した場合。 

（２） お客様が当社所定の方法により、本サービスの利用中止の申出をされた場合。 

（３） お客様の本サービスに関連する利用契約が終了、または解約された場合。 

（４） お客様が当社所定の方法により、紙媒体での交付の申出をされた場合。 

（５） 本サービスの利用中に代理人等の届出がされた場合。 

（６） お客様が当社への届出事項等について虚偽の届出を行ったことが判明した場合。 

（７） お客様が金融商品取引法等法令諸規則、本規定等のいずれかの事項に違反した場合。 

（８） お客様が本サービスを利用することが不適当と当社が判断した場合。 

（９） お客様が第 12条に定める本規定の変更にご同意いただけない場合。 

（１０） 当社が本サービスを終了した場合。 

（１１） やむを得ない事由により、当社が利用中止を申し出た場合。 

第 9条 （免責事項） 

当社は次に掲げる事項により生じたお客様の損害についてはその責を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失により生

じた損害についてはこの限りではありません。 

（１） 通信機器、通信回線、コンピューターシステム等の機器の障害によるデジタル提供の遅延、不能、誤作動により生じた損害。 

（２） 第三者による妨害、侵入、もしくは情報改変等によって生じた本サービスの不具合により発生した損害。 

（３） 第 7条、第 8条により生じた損害。 

第 10条 （準拠法・合意管轄） 

本規定に関する準拠法は日本国法とします。本規定に関しお客様と当社との間で生ずるすべて訴訟について、当社の本店所在地を管轄する

東京地方裁判所をもって専属的な第一審裁判所とします。 

第 11条 （他の規定、約款の適用） 

この規定に定める事項の他については、総合取引約款、振替有価証券管理約款、外国証券取引口座約款等お客様に適用される約款、規約、

契約により取り扱います。 

第 12条 （規定の変更） 

この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548条の 4の規定に基づき改定されることがあります。

改定を行う旨および改定後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、当社ホームページ上また

はその他相当の方法により周知します。 

 


